
平成28事業年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）決算の概要について

年度末の資産の状況

(単位：百万円)

　法人の資産合計149億円のうち、約92%が
固定資産、残りの約8%が流動資産です。

　固定資産の大部分を占めるのは、県から出資
された土地と建物で、その他に、図書や教育研
究機器、建物付帯施設といった資産を保有して
います。

　流動資産については、そのほとんどが現金及
び預金で、内訳は年度末時点における未払金や
積立金などです。

　平成28年度に図書約30百万円を取得しまし
たので、平成29年3月31日現在の長崎県立大
学の蔵書数は約50万5千冊となりました。
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年度末の負債の状況

(単位：百万円)

　法人の負債合計40億77百万円のうち、約
86%が固定負債、残りの約14%が流動負債で
す。

　固定負債の大部分を占めるのが資産見返負債
で、その他に長期リース債務などがあります。

　資産見返負債とは、補助金や学生の皆さんか
ら納付された授業料などにより法人が取得した
償却資産を負債として計上したもので、減価償
却処理を行う都度、その額は減少していきま
す。

　流動負債は、主に年度末時点における未払金
で、平成29年度以降に支払を行うものです。

　金融機関等からの借入金はありません。
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年度末の純資産の状況

(単位：百万円)

　法人の純資産合計は108億45百万円で、そ
の内訳は資本金155億67百万円、資本剰余金
▲54億67百万円、利益剰余金7億45百万円
です。

　資本金は県からの出資金で、内訳は土地と建
物などの現物出資です。

　資本剰余金の内訳は、主に出資金である建物
の減価償却累計額です。

　利益剰余金7億45百万円のうち1億37百万
円を、知事の承認を受けた後に、第3期中期計
画期間に繰越します。
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平成28年度の収支の状況

(単位：百万円)

　法人の運営に要する費用のほとんどは、学生
から納付される授業料や入学料、検定料などの
学生納付金と、県から交付される運営費交付金
によってまかなわれています。
　その使途は、教職員や役員の人件費が約
64%、学生の教育や教員の研究に要する経費
が約25%、その他の一般管理経費などが約
11%です。

　収益から費用を差し引いた残りの1億7百万
円が当期総利益で、うち人件費は県へ返還し、
それ以外は目的積立金として繰越す処理を行い
ます。

　外部資金は、企業等からの受託研究、共同研
究、寄附金、補助金等、法人の自己収入以外の
収入です。
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収益、費用の推移について

(単位：百万円)

　前年度と比較して収益では、主な財源の一つ
である学生納付金がやや減となっております
が、これは、入学試験における志願者数の減等
によるものです。また、運営交付金について
は、新学部のための人件費増額等が県から措置
されたことにより増となっております。

　費用では、教員を採用したことにより人件費
が増となっており、一般管理費についても、老
朽化の進む佐世保校の施設の維持・改善を行っ
たことにより増となっております。

　平成28年度における当期総利益は、前年度
に比べ約1億16百万円減の約1億7百万円とな
りました。
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用語解説

■　運営費交付金

■　積立金

■　教育研究充実積立金

■　中期計画

　法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)が、県知事により定められています。
　この中期目標を達成するために、法人が県知事の認可を受けて作成したものが「中期計画」です。
　第２期の期間は平成23年4月1日から平成2９年3月31日までの6年間で、目的積立金の使途については「決算において剰余金が発生し
た場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。」と定めています。
　中期計画の詳細については、大学ホームページの「大学点検・評価」→「中期目標・中期計画に関する情報」をご覧ください。

　設立団体(長崎県)が、地方独立行政法人(長崎県公立大学法人)に対して、その業務の財源に充てるために必要な金額を交付するもので
す。
　法人の運営に必要となる経費から授業料等の自己収入相当額を差し引くことにより算定された額が、県から「運営費交付金」として交付
されています。

　法人の経営努力によらず剰余金が生じた場合は、中期目標期間終了後に県へ返還する必要があり、それを返還までの間積み立てるものが
「積立金」です。

　法人の経営努力により剰余金が生じた場合は、県知事の承認を受けたうえで、翌事業年度以降の事業財源に充てることができます。
　これを積み立てているものが「教育研究充実積立金」で、中期計画で定められた使途に充てることができます。

  


